
【1】

①
②

報告書の種類
報告不要
【様式】24号
【様式】23号

【2】

負傷・疾病 療養の給付 療養の費用

労災保険指定医
療機関等で療養
を受けるとき

【給付申請】

労災保険指定医
療機関等以外で
療養を受けると
き

【給付申請】
療養の給付請求書
業務災害：5号
通勤災害：16号の3

療養の費用請求
書
業務災害：7号
通勤災害：16号の5

【提出先】
労災指定病院や薬局

【提出先】
労働基準監督署長

死亡 治ゆ

年金 一時金 年金 介護（補償）給付
労働者が死亡し
たとき

【支給申請】

労働者が死亡し
たとき

【支給申請】

傷病が治ゆ（症状固
定）して障害等級8
級から14級までに
該当する身体障害
が残ったとき

傷病が治ゆ（症状
固定）して障害等
級1級から7級まで
に該当する身体障
害が残ったとき

障害(補償）年金または
傷病（補償）年金受給者
のうち、一定の障害によ
り、現に介護を受けてい
るとき

遺族（補償）年金支
給請求書
業務災害：12号
通勤災害：16号の8

【提出先】
労働基準監督署長

埋葬料請求書

業務災害：16号
通勤災害：16号の
10
【提出先】
労働基準監督署長

【支給請求書】
業務災害：10号
通勤災害：16号の7

【提出先】
労働基準監督署長

【支給請求書】
業務災害：10号
通勤災害：16号の7

【提出先】
労働基準監督署長

【支給申請書】
　16号の2-2

【提出先】
　労働基準監督署長

提出先

傷病（補償）年金

療養開始後1年6ケ月たっ
ても傷病が治ゆ（症状固
定）しないで障害の程度
が傷病等級に該当すると
き

災害発生時の報告

労働災害報告書･･･事務組合へ
労働者死傷病報告書･･･所轄の労働基準監督署へ

四半期ごとの最後の月の翌月の末日まで

その都度遅滞なく

提出期限被災の重篤度
　休業なし
　1～3日の休業
　4日以上の休業及び死亡･･･様式23号

労災保険請求までの手続き

葬祭料
（葬祭給付）

障害（補償）給付

二次健康診断等給付

業
務
災
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遺族（補償）給付

一時金
労働者が死亡し、
遺族（補償）年金
を受け得る遺族が
まったくいないとき
等

遺族（補償）一時金
支給請求書
業務災害：15号
通勤災害：16号の9

【提出先】
労働基準監督署長

病院又は診療所

定期健康診断等の異常の所見

事業場が実施する定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項
目（血圧、血糖、血中の脂質、肥満）の全てについて異常の所見があると認め
られるとき
※船員法の適用を受ける船員については対象外

請求書の様式

二次健康診断等給
付請求書
16号の10の2

■災害発生から労災保険請求までのフローチャート

休業（補償）給付

傷病の療養のため労
働することができず、賃
金を受けられないとき
（休業4日目から給付対象)

【給付申請】
休業の給付支給申請書
業務災害：8号
通勤災害：16号の6

【提出先】
　労働基準監督署長
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療養（補償）給付


